
※次のような場合は特別徴収対象者となります。 ※次のような場合は特別徴収対象者となります。
・上記の理由に該当しない場合 ・上記の理由に該当しない場合
・理由が未記入または略号（普Aなど）で記載されている場合 ・理由が未記入または略号（普Aなど）で記載されている場合

・退職者又は退職予定者（５月末まで）
人

普通徴収切替対象者合計
人

・給与が少額で税額が引ききれない
人

・他の事業所で特別徴収（乙欄該当者）
人

・事業専従者（個人事業主のみ対象）
人

　普通徴収とする場合は、必ず個人別明細書の「摘要」欄に
普通徴収切替理由（以下のいずれか）を記入してください。

普通徴収切替理由 人数

・２人以下の家事使用人のみ（所得税の源泉徴収を要しない）
人

・給与の支払いが不定期
人

・事業専従者（個人事業主のみ対象）
人

・退職者又は退職予定者（５月末まで）
人

普通徴収切替対象者合計
人

・給与の支払いが不定期
人

・給与が少額で税額が引ききれない
人

・他の事業所で特別徴収（乙欄該当者）
人

ここから

　　　　　　　　　　普通徴収

◎普通徴収切替理由の記入について◎

　普通徴収とする場合は、必ず個人別明細書の「摘要」欄に
普通徴収切替理由（以下のいずれか）を記入してください。

普通徴収切替理由 人数

・２人以下の家事使用人のみ（所得税の源泉徴収を要しない）
人

ここから

　　　　　　　　　　普通徴収

◎普通徴収切替理由の記入について◎

普通徴収切替理由書普通徴収切替理由書


